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東京第一運輸所乗務員待機室のＤＶＤ上映に関する申し入れ

昨年１２月３１日から東京第一運輸所の他所乗務員待機室ではテレビで、「事故防止Ｄ

ＶＤ」を今日に至っても上映している。ＤＶＤの内容は、「事故防止」「三島事故（三島事

故から２０年）」「チャレンジ東海（第２９回幹鉄事発表会）」であるが、９：００～１７

：００の時間帯でエンドレスで上映している。

乗務員待機室に設置しているテレビは会社が意図する映像を見るためでなく見せるため

に設置しているものでもない。乗務員が労働外時間のために待機している場所に設置して

いるが、乗務員の貴重な時間に事故防止ビデオしか見れない状態となっている。特に、車

掌行路には折返し４～５時間の労働外時間という行路があり、同じビデオを繰り返し見せ

られている。このことについて、大阪第二運輸所の管理者に改善を要求すると「それはひ

どい」と応えている程である。

仮に乗務に必要な映像であるなら、時間内でやるべきである。百歩譲っても、東京の自

所待機室や指導の部屋で上映すればいいのであり、他所乗務員の待機室で上映する必要は

ない。さらに、チャンネルを撤去するなどして見ることを強要することは、勤務として扱

われるべきであると考える。

このままでは、乗務員の心身状態に異常をきたすこととなり安全・健康上、非常に問題

であると考えるため、異常なビデオ上映を直ぐに止めて安全確保に努めることとされたい。

よって以下のとおり申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．東京第一運輸所他所乗務員待機室で上映しているＤＶＤ上映を直ぐに中止すること。

２．労働外時間の位置付けについて明らかにすること。

３．労働外時間の乗務員のすごし方は、乗務員本意で考えること。

４．全乗務員に対して安全・健康上、迷惑をかけたことに対して謝罪文を掲示し謝罪する

こと。

５．同種映像の上映について東京第一運輸所以外では、時間を制限して上映している。９

：００～１７：００の上映時間とした理由を明らかにすること。

６．東京第一運輸所の管理者に改善を申し出ると「テレビを見にきてるわけではない」「事

故防止の効果はある」「もっとパワーアップしようか」等と社員の切なる申し入れを

真摯に聞こうという姿勢ではなかった。現場管理者の指導を徹底すること。



７．大阪第二運輸所では年末から運転の事故が３件続いて発生した。事故発生の原因につ

いてビデオ上映との関連について会社の見解を明らかにすること。

以上


